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大東文化大学 大学評議会議事録要旨 
 

日     時：令和４年２月１４日（月） ※manaba による審議 

構  成  員：５２名（定足数３５名） 

出  席  者：４０名 

議     長：内藤 二郎 

 

Ⅰ．報 告 事 項： 

１．理事会および常務審議会報告について 

学務部より、令和 4 年 1 月 19 日開催の常務審議会および令和 4 年 1 月 26 日開催の理事会の

議案について、資料に基づき報告があった。 

 

２．大東文化大学所蔵資料整備委員会からの中間報告について 

   大東文化大学所蔵資料整備委員会より、「大東文化ミュージアム」（仮称）の基本構想につい

て、資料に基づき報告があった。 

 

Ⅱ．報告承認事項： 

１．学園・大学役職者の推薦等について 

   議長より、学園・大学役職者の選任・推薦および副学長職務担当の一部変更について、資料

に基づき報告があり、審議の結果、これが承認された。 

 

２．教職課程センター「到達目標（アチーブメント・ゴールズ）」および「カリキュラム・ポリシー」

の修正について 

   教職課程センターより、「到達目標（アチーブメント・ゴールズ）」および「カリキュラム・

ポリシー」の修正について、資料に基づき報告があり、審議の結果、これが承認された。 

 

Ⅲ．議    案： 

１．大東文化大学学則（履修証明プログラム）の改正（案）及び大東文化大学履修証明プログラム

に関する規程の制定（案）について 

議長より、大東文化大学学則（履修証明プログラム）の改正（案）及び大東文化大学履修証

明プログラムに関する規程の制定（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、こ

れを理事会に付議することが承認された。 

 

２．大東文化大学学則（教職特別課程）の改正（案）及び大東文化大学教職特別課程履修生規程の

制定（案）について 

議長より、大東文化大学学則（教職特別課程）の改正（案）及び大東文化大学教職特別課程

履修生規程の制定（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これを理事会に付

議することが承認された。 
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３．大東文化大学学則（第５章／教職課程関連科目）の改正（案）について 

議長より、大東文化大学学則（第５章／教職課程関連科目）の改正（案）について、資料に

基づき説明があり、審議の結果、これを理事会に付議することが承認された。 

 

４．大東文化大学学位規則の改正（案）について 

学務部より、大東文化大学学位規則の改正（案）について、資料に基づき説明があり、審議

の結果、これが承認された。 

 

５．大東文化大学東洋研究所規程の改正（案）について 

東洋研究所より、大東文化大学東洋研究所規程の改正（案）について、資料に基づき説明が

あり、審議の結果、これを理事会に付議することが承認された。 

 

６．2022 年度学年暦（案）について 

議長より、2022 年度学年暦（案）について、資料に基づき説明があり、審議の結果、これが

承認された。 

以 上 


